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	「高知県酪農及び肉用牛生産近代化計画」の策定について



１　計画策定の目的
「酪農及び肉用牛生産近代化計画」（以下、「計画」という。）は、酪農及び肉用牛生産の振興を総合的かつ計画的に推進するために「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」（以下、「酪肉振法」という。）に基づき、都道府県及び市町村が定めるものである。
　なお、市町村計画については、酪肉振法に定められた一定の基準（乳牛、肉用牛の飼養頭数、飼養密度等）に適合する市町村が作成することができることになっている（前回は土佐町、大川村、佐川町、梼原町、四万十町の計５町村が策定）。

２　背景
（１）国の「食料・農業・農村基本計画」（以下、「基本計画」という。）及び「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」（以下、「基本方針」という。）が、令和７年４月に見直された（概ね５年ごとに実施）。
（２）今回、この基本方針を基礎にして、都道府県計画（高知県酪農及び肉用牛生産近代化計画）を見直す。

３　策定の流れ
（１）国が基本計画に即して基本方針を概ね５年ごとに５年後を目標年度として策定
（２）都道府県が基本方針に即した計画を策定
（３）市町村が県計画に即した計画を策定

４　策定することのメリット
畜産クラスター計画の総合評価において、畜産クラスター計画に位置づけられた取組が県計画や市町村計画と整合する場合（例えば繁殖雌牛の増頭など）は、ポイント加算を受けることができる。
　また、以下の事業は市町村計画が事業実施の要件となっている。
　（１）強い農業づくり総合支援交付金（知事特認があるので必須ではない）
　（２）農業競争力強化農地整備事業（公共）のうち、草地畜産基盤整備事業
　（３）スーパーＬ資金（酪肉振法に基づく認定計画の場合）

５　策定のスケジュール
　　県計画作成については、「酪農・肉用牛生産近代化計画作成要領（最終改正　令和７年７月18日付け７畜産第1083号農林水産省畜産局長通知）」により地方農政局長を経由して農林水産大臣に協議するよう定められている。
　　また、県計画作成にあたっては、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令」において「牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し、学識経験を有する者の意見を聴かねばならない」と定められていることから、本県では農業団体等の有識者から意見を聞くこととしている。
　（１）令和８年７月９日（木）：県計画に対する意見聴取会開催
　（２）令和８年７月中旬：県から中国四国農政局へ県計画協議書提出
　（３）令和８年８月下旬：農林水産大臣から県へ県計画協議への回答
　（４）令和８年９月下旬：県計画の公表
　（５）令和９年１月末：市町村から県へ市町村計画協議書提出
　（６）令和９年２月末：県から市町村へ市町村計画協議への回答
